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大分類 （修正案）

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト

分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード

F 電気・ガス・熱供給・水道業 34 ガス業 35 熱供給業

33 電気業 340
管理，補助的経済活動を行う事業所（34
ガス業）

350
管理，補助的経済活動を行う事業所（35
熱供給業）

330
管理、補助的経済活動を行う事業所（33
電気業）

341 ガス業 3410910300 都市ガス 3410910300 351 熱供給業 3510960300 熱供給サービス 3510960300

331 電気業 3310910300 電気 3310910300 3411 ガス業製造工場 3410110303 都市ガス（卸売） 3410110303 3511 熱供給業 3510960303
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業）

3510960303

3311 発電所 3310110303 電気（卸売） 3310110303 3412 ガス供給所 3410110306 都市ガス（工場向け小売） 3410110306 3510960306
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業を除く）

3510960306

3312 変電所 3310110306 電気（小売(電力)） 3310110306 3410110309 都市ガス（商業向け小売） 3410110309 Ｐ 電気 3310910300

3310210309 電気（小売(電灯)） 3310210309 3410110312 都市ガス（その他の事業者向け小売） 3410110312 Ｐ 電気（卸売） 3310110303

3310160600 送配電サービス 3410210315 都市ガス（家庭向け小売） 3410210315 Ｐ 電気（小売(電力)） 3310110306

3310160603 送配電サービス 3410160600 都市ガス供給・配給サービス Ｐ 電気（小売(電灯)） 3310210309

3310160900
電気の小売供給の媒介、取次ぎ、代理
サービス

3410160603 都市ガス供給・配給サービス Ｐ 都市ガス 3410910300

3310160903
電気の小売供給の媒介、取次ぎ、代理
サービス

3410160900
都市ガスの小売供給を媒介、取次ぎ、代
理するサービス

Ｐ 都市ガス（卸売） 3410110303

Ｐ 都市ガス 3410910300 3410160903
都市ガスの小売供給を媒介、取次ぎ、代
理するサービス

Ｐ 都市ガス（工場向け小売） 3410110306

Ｐ 都市ガス（卸売） 3410110303 Ｐ 電気 3310910300 Ｐ 都市ガス（商業向け小売） 3410110309

Ｐ 都市ガス（工場向け小売） 3410110306 Ｐ 電気（卸売） 3310110303 Ｐ 都市ガス（その他の事業者向け小売） 3410110312

Ｐ 都市ガス（商業向け小売） 3410110309 Ｐ 電気（小売(電力)） 3310110306 Ｐ 都市ガス（家庭向け小売） 3410210315

Ｐ 都市ガス（その他の事業者向け小売） 3410110312 Ｐ 電気（小売(電灯)） 3310210309 Ｐ 保守・点検サービス

Ｐ 都市ガス（家庭向け小売） 3410210315 Ｐ 熱供給サービス 3510960300 Ｐ 電気設備保守・点検サービス

Ｐ 熱供給サービス 3510960300 Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業）

3510960303 Ｐ ガス設備保守・点検サービス

Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業）

3510960303 Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業を除く）

3510960306 Ｐ 熱供給設備保守・点検サービス

Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業を除く）

3510960306 Ｐ 保守・点検サービス Ｐ
水道供給・下水道設備保守・点検サービ
ス

Ｐ 保守・点検サービス Ｐ 電気設備保守・点検サービス Ｐ 検針・料金徴収受託サービス

Ｐ 電気設備保守・点検サービス Ｐ ガス設備保守・点検サービス Ｐ 電気の検針・料金徴収受託サービス

Ｐ ガス設備保守・点検サービス Ｐ 熱供給設備保守・点検サービス Ｐ ガスの検針・料金徴収受託サービス

Ｐ 熱供給設備保守・点検サービス Ｐ
水道供給・下水道設備保守・点検サービ
ス

Ｐ 熱供給の検針・料金徴収受託サービス

Ｐ
水道供給・下水道設備保守・点検サービ
ス

Ｐ 検針・料金徴収受託サービス Ｐ 水道の検針・料金徴収受託サービス

Ｐ 検針・料金徴収受託サービス Ｐ 電気の検針・料金徴収受託サービス Ｐ プラントエンジニアリング・サービス 7490160300

Ｐ 電気の検針・料金徴収受託サービス Ｐ ガスの検針・料金徴収受託サービス Ｐ
プラントエンジニアリング・サービス（国内
向け）

7490160303

Ｐ ガスの検針・料金徴収受託サービス Ｐ 熱供給の検針・料金徴収受託サービス Ｐ
プラントエンジニアリング・サービス（海外
向け）

7490660306

Ｐ 熱供給の検針・料金徴収受託サービス Ｐ 水道の検針・料金徴収受託サービス Ｐ ビル管理サービス

Ｐ 水道の検針・料金徴収受託サービス Ｐ 小売サービス Ｐ ビル管理サービス

Ｐ 小売サービス Ｐ 小売サービス

Ｐ 小売サービス

F　電気・ガス・熱供給・水道業

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

５、１０１０

１3

９

１3

９

９

７

1



2



大分類
 

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ
分類番号

（大・中・小）
分類項目名（大・中・小）

分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード

F 電気・ガス・熱供給・水道業 P 製造サービス

36 水道業 P 製造サービス

360
管理，補助的経済活動を行う事業所（36
水道業）

P 駐車場・自転車駐輪場サービス 6810964800

361 上水道業 3610960300
上水道供給サービス（水道用水供給サー
ビスを除く。）

P 駐車場サービス 6810964803

3611 上水道業 3610960303
上水道供給サービス（水道用水供給サー
ビスを除く。）

P 自転車駐輪場サービス 6810964806

362 工業用水道業 3610160600 水道用水供給サービス P 卸売サービス

3621 工業用水道業 3610160603 水道用水供給サービス P 卸売サービス

363 下水道業 3620160300 その他の水供給サービス P 小売サービス

3631 下水道処理施設維持管理業 3620160303 工業用水道供給サービス P 小売サービス

3632 下水道管路施設維持管理業 3620160399 他に分類されない水供給サービス

3630960300 下水処理サービス

3630960303 下水処理サービス

3600160300 水道供給施設維持管理サービス

3600160303 浄水場施設維持管理サービス

3600160306 水道供給管路施設維持管理サービス

3630160600 下水道施設維持管理サービス

3630160603 下水道処理施設維持管理サービス

3630160606 下水道管路施設維持管理サービス

P 廃棄物処理サービス

P 産業廃棄物処理サービス

P 浄化槽・汚水槽清掃サービス

P 電気 3310140300

P 電気（卸売電力） 3310140303

P 電気（小売電力） 3310140306

P 電気（小売電灯） 3310140309

P 熱供給サービス 3510960300

P
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業）

3510960303

P
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業を除く）

3510960306

P 試験・分析サービス 7100161500

P 試験・分析サービス 7100161503

P 漏水調査サービス

P 漏水調査サービス

P 経営コンサルティング 7240160600

P 経営コンサルティング 7240160603

P プラントエンジニアリング・サービス

P プラントエンジニアリング・サービス

P 工事サービス

P 工事サービス

P 修理サービス

P 機械設備等修理サービス

P 保守・点検サービス

P 電気設備保守・点検サービス

P ガス設備保守・点検サービス

P 熱供給設備保守・点検サービス

P
水道供給・下水道設備保守・点検サービ
ス

P 検針・料金徴収受託サービス

P 電気の検針・料金徴収受託サービス

P ガスの検針・料金徴収受託サービス

P 熱供給の検針・料金徴収受託サービス

Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業

二次原案生産物リスト

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

1,2,9

11

8

3



ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ
分類番号

（大・中・小）
分類項目名（大・中・小）

分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード

二次原案生産物リスト

P 水道の検針・料金徴収受託サービス

4



大分類 （第9回研究会時点）
 

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ
分類番号

（大・中・小）
分類項目名（大・中・小）

分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード

F 電気・ガス・熱供給・水道業 34 ガス業 36 水道業

33 電気業 340
管理，補助的経済活動を行う事業所（34
ガス業）

360
管理，補助的経済活動を行う事業所（36
水道業）

330
管理，補助的経済活動を行う事業所（33
電気業）

341 ガス業 3410110300 ガス 3410110300 361 上水道業 3610960300
上水道供給サービス（水道用水供給サー
ビスを除く。）

331 電気業 3310110300 発電 3310110300 3411 ガス製造工場 3410110303 ガス 3611 上水道業 3610960303
上水道供給サービス（水道用水供給サー
ビスを除く。）

3311 発電所 3310110303 発電 3310110303 3412 ガス供給所 3410160600 ガス供給・配給サービス 362 工業用水道業 3610160600 水道用水供給サービス

3312 変電所 3310160600 送配電サービス 3310160600 3410160603 ガス供給・配給サービス 3621 工業用水道業 3610160603 水道用水供給サービス

3310160603 送配電サービス 3410950900 ガス小売サービス 3410950900 363 下水道業 3620160300 その他の水供給サービス

3310950900 電力・電灯の小売サービス 3310950900 3410150903 ガス小売サービス（大口　工場用） 3631 下水道処理施設維持管理業 3620160303
工業用水道供給サービス（工業用水道事業者に
対する工業用水供給サービスを除く。）

3310150903 電力の小売サービス 3410150906 ガス小売サービス（大口　商業用） 3632 下水道管路施設維持管理業 3620160306
工業用水道事業者に対する工業用水供
給サービス

3310250906 電灯の小売サービス 3410150909 ガス小売サービス（大口　その他用） 3620160399 他に分類されない水供給サービス

P ガス小売サービス 3410950900 3410250912 ガス小売サービス（小口　家庭用等） 3630960300 下水処理サービス

P 熱供給サービス 3510960300 3410961200 ガス及び計器等の保安・点検、検針 3630960303 下水処理サービス

P 水道供給サービス 3410961203 ガス及び計器等の保安・点検 3600160300 水道供給施設維持管理サービス

P 電気工事 3410961206 ガスの検針 3600160303 浄水場施設維持管理サービス

P
その他の電気機械器具の保守・修理
サービス

P 液化石油ガス（ＬＰＧ） 3600160306 水道供給管路施設維持管理サービス

P 電気器具の販売・修理 P 発電 3310110300 3630160600 下水道施設維持管理サービス

P 配送電サービス 3630160603 下水道処理施設維持管理サービス

P 電力・電灯の小売サービス 3310950900 3630160606 下水道管路施設維持管理サービス

P 熱供給サービス 3510960300 P 廃棄物処理サービス

P 産業廃棄物処理サービス

35 熱供給業 P 浄化槽・汚水槽清掃サービス

350
管理，補助的経済活動を行う事業所（35
熱供給業）

P 発電 3310110300

351 熱供給業 3510960300 熱供給サービス 3510960300 P 発電 3310110303

3511 熱供給業 3510960303 熱供給サービス P 熱供給サービス 3510960300

3510960306
熱供給サービス（熱供給事業法の対象事
業者を除く）

P 下水熱供給サービス

P 発電 3310110300 P 調査サービス

P ガス 3410110300 P 水質調査サービス

P エンジニアリング事業 P 漏水調査サービス

P ビル管理事業 P コンサルティングサービス

P コンサルティングサービス

P プラントエンジニアリングサービス

P プラントエンジニアリングサービス

P 工事サービス

P 工事サービス

P 修理サービス

P 機械設備等修理サービス

P 料金徴収事務受託サービス

P 料金徴収事務受託サービス

P 製造サービス

P 製造サービス

P 不動産賃貸サービス

P 不動産賃貸サービス

P 卸売サービス

P 卸売サービス

P 小売サービス

P 小売サービス

Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業

二次原案生産物リスト

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

5



6



日本標準産業分類（2013年改定）

F 電気・ガス・熱供給・水道業

33 電気業

331 電気業

3311発電所， 3312変電所

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

1
家庭用電気器具及び関連部品・附属品
の小売サービス

Ｐ 小売サービス
本分類は、Ｉ卸売業、小売業の議論を踏
まえて検討

Ｐ 小売サービス 事業の種類 内容例示 電灯料

2 天然ガス及び残留ガス ―
設定しない（調査研究結果からは把握で
きず）

電気業（発電所、変電所）

水力発電所、火力発電所、原
子力発電所、ガスタービン発電
所、地熱発電所、周波数変換
所等（特定規模電気事業者も
含む。）

電力料

3
暖房・発電・輸送のための燃料の小売
サービス

― 「小売サービス」に含まれる 売電収入

4 天然ガスの配給及び支援サービス ―
設定しない（調査研究結果からは把握で
きず）

施設利用料

5 発電 3310140300 電気

発電事業者によって発電され、送配電系統を通じて、一
般の需要に応じて、小売電気事業者により小売供給され
る電気をいう。販売先別に「卸売」（電気事業者向け）、
「小売（電力）」（事業所向け）、「小売（電灯）」（主に家庭
向け）に区分される。

前回案の「発電」、「電力・電灯の小売
サービス」を、基礎統計における把握可
能性を考慮し、左記のとおり変更。

細品目（10桁）名 託送収入

5.01
発電（廃棄物発電を除く - 埋立時の焼
却）

3310140303 電気（卸売）

発電事業者が、原子力発電、火力発電、再生可能エネル
ギー、水力発電などによって発電し、小売電気事業者等
の電気事業者に販売する電気をいう。小売電気事業者
が、購入した電気を他の小売電気事業者に販売する
ケースを含む。
例：地帯間販売電力料、他社販売電力料

前回案の「発電」に対応。
自社の小売事業部門への販売は含ま
ず、電気（小売（電力））または電気（小売
（電灯））で記載

事業用電力 ガス供給事業 ガス供給収入

5.02
非有害廃棄物発電サービス（埋立時の
焼却による）

非有害廃棄物の埋め立て時の燃焼により、自前で生産し
た販売用電力の発電

3310140306 電気（小売（電力））

小売電気事業者が、発電事業者等から購入した電気を、
一般の需要に応じて（事業所向け）、販売（小売供給）す
る業務用の電気をいう。
例：電力料

前回案の「電力の小売サービス」に対
応。

自家発電 委託事業 業務委託収入

5.03 有害廃棄物発電サービス
有害廃棄物の燃焼により、自前で生産した販売用電力
の発電

3310140309 電気（小売（電灯））

小売電気事業者が、発電事業者等から購入した電気を、
一般の需要に応じて（主として家庭向け）、販売（小売供
給）する家庭用の電気をいう。
例：電灯料

前回案の「電灯の小売サービス」に対
応。

温冷熱供給サービス 蒸気販売収入

6 送電サービス 3310160600 送配電サービス 水道供給サービス 水道供給収入

6.01 自前での送電 自前送電 3310160603 送配電サービス

送配電事業者が、自らが維持する送配電系統により、そ
の供給区域において、需要家又は他の送配電事業者に
電力を供給するサービスをいう。
例：託送収益

コモ６桁分類名 その他売上

6.02 送電サービス（手数料又は契約ベース） 自前での送電サービスを除く ― 「送配電サービス」に含まれる 電力 事業用原子力発電 電力事業者間精算収益

7 配電サービス 事業用火力発電 附帯事業収入

7.01 自前での配電
・自前配電
・電気メーターのメンテナンス

水力・その他の事業用電力

7.02 配電サービス（手数料又は契約ベース） 自前での配電サービスを除く 自家発電

8 電力の取引サービス

・ユーザーへの電気の取引サービス
・電力ブローカー(仲介業者)によって提供されるサービ
ス、または他者が運営する配電系統を通じて電力販売を
手配する代理店
・電気の運営サービス及び電力の送電容量の交換

3310160900
電気の小売供給の媒介、取次ぎ、代理
サービス

小売電気事業の媒介、取次ぎ、代理を行い、その対価と
して手数料等を得るサービス。
「媒介」：他人（小売電気事業者及び小売供給を受けよう
とする者）の間に立って、当該他人を当事者とする法律
行為（小売供給契約）の成立に尽力する事実行為をい
う。
「取次ぎ」：自己の名をもって、他人（小売電気事業者）の
計算において、法律行為（小売供給契約）をすることを引
き受ける行為をいう。
「代理」：他人（小売電気事業者）の名をもって、当該他人
のためにすることを示して行う意思表示をいう。

基礎統計における把握可能性は十分に
把握できていないが、電気（小売電力）及
び電気（小売電灯）と区分するために、別
途統合分類として設定。

9 電力（発電）のマーケティング及び仲介 3310160903
電気の小売供給の媒介、取次ぎ、代理
サービス

10 パイプラインによる天然ガスの輸送

パイプラインにより、ある場所から別の場所への天然ガ
スの輸送を供給すること。このサービスは、パイブライン
ターミナル間のものを指し、道路輸送による受取や配送
は除く。また、貯蔵サービスは除くが、保管超過料は含
む。

―
設定しない（調査研究結果からは把握で
きず）

11
タービン、タービン発電機、およびタービ
ン発電機一式用の部分品及び周辺機器
の製造

Ｐ 都市ガス

ＬＮＧ基地において製造され、ガス導管系統を通じて、一
般の需要に応じて、ガス小売事業者により小売供給され
る都市ガスをいう。販売先別に「卸売」、「工場向け小
売」、「商業向け小売」及び「家庭向け小売」に区分され
る。

総務省のアンケート調査結果を踏まえ
て、副業の生産物として設定

＜電気業＞

大分類

中分類

小分類

細分類

＜平成2８年経済センサス-活動調査＞

電力供給サービス

＜平成23年産業連関表＞

施設提供サービス

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

その他事業・サービス

（回答のあった事業所数：７）

・発電、送電及び配電については、電気事業法の区分を参考に作成。その他（電力の販売や保安・点検、検針など）はNAPCS）を参考に作成。

【産業分類への課題】

NAICSでは発電、送電及び配電、NACEでは発電、送電、配電及び電力の取引が含まれる。発電所、変電所のみとなっている現行の日本標準産業分類だが、小売業としている電力の販売は電気業とすることが適切と考える。（なお、CPCでは、電力の販売は卸・小売業サービス）

【政策原課とのヒアリング】

①電力会社のほとんどがLNG基地を保有しており、ガス事業を行っている、②保安・点検や検針などは、電力会社が行っている事業といえない（電力保安協会など）、③許認可制度により、大手の電力会社を把握しているが、自家発電や電力の小売業の把握が難しくなっている。

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

Ｐ 都市ガス（卸売）

Ｐ 都市ガス（工場向け小売）

Ｐ 都市ガス（商業向け小売）

Ｐ 都市ガス（その他の事業者向け小売）

Ｐ 都市ガス（家庭向け小売）

Ｐ 熱供給サービス
熱供給施設で製造した蒸気、温水、冷気、冷水等を導管
を通じて提供するサービス

総務省のアンケート調査結果を踏まえ
て、副業の生産物として設定

Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録
事業）

Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録
事業を除く）

Ｐ 保守・点検サービス
本分類については、R90 機械等修理業
又はR92 その他の事業サービス業の議
論を踏まえ検討。

Ｐ 電気設備保守・点検サービス 電気設備保守・点検サービス 電気事業者の外注先の生産物

Ｐ ガス設備保守・点検サービス ガス設備保守・点検サービス ガス事業者の外注先の生産物

Ｐ 熱供給設備保守・点検サービス 熱供給設備保守・点検サービス 熱供給事業者の外注先の生産物

Ｐ
水道供給・下水道設備保守・点検サービ
ス

水道供給・下水道設備保守・点検サービス
水道事業者、下水道事業者の外注先の
生産物

Ｐ 検針・料金徴収受託サービス
本分類については、R92 その他の事業
サービス業の議論を踏まえ検討。

Ｐ 電気の検針・料金徴収受託サービス 電気の検針・料金徴収受託サービス 電気事業者の外注先の生産物

Ｐ ガスの検針・料金徴収受託サービス ガスの検針・料金徴収受託サービス ガス事業者の外注先の生産物

Ｐ 熱供給の検針・料金徴収受託サービス 熱供給の検針・料金徴収受託サービス 熱供給事業者の外注先の生産物

Ｐ 水道の検針・料金徴収受託サービス 水道の検針・料金徴収受託サービス
水道事業者、下水道事業者の外注先の
生産物
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日本標準産業分類（2013年改定）

F 電気・ガス・熱供給・水道業

34 ガス業

341 ガス業

3411 ガス製造工場,　3412ガス供給所

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

1
石炭ガス、水性ガス、発生炉ガス及び類
似のガス

石油ガス及びその他の炭化水素ガスを除く 3410110300 都市ガス

ＬＮＧ基地において製造され、ガス導管系統を通じて、一
般の需要に応じて、ガス小売事業者により小売供給され
る都市ガスをいう。販売先別に「卸売」、「工場向け小
売」、「商業向け小売」及び「家庭向け小売」に区分され
る。

前回案の「都市ガス」、「都市ガスの小売
サービス」を、基礎統計における把握可
能性を考慮し、左記のとおり変更。

＜平成24年経済センサス-活動調査＞

3410110303 都市ガス（卸売）

ガス製造事業者が、ＬＮＧ基地等において製造し、ガス小
売事業者等のガス事業者に販売した都市ガスをいう。ガ
ス小売事業者が、購入した都市ガスを他のガス小売事業
者に販売するケースを含む。

前回案の「都市ガス」に対応。

3410110306 都市ガス（工場向け小売）
ガス小売事業者が、ガス製造事業者等から購入した都
市ガスを、一般の需要に応じて（工場向け）、販売（小売
供給）する業務用の都市ガスをいう。

前回案の「都市ガス小売サービス（工場
用）に対応。

調査品目名 内容例示 電力供給サービス 電力供給収入

3410110309 都市ガス（商業向け小売）
ガス小売事業者が、ガス製造事業者等から購入した都
市ガスを、一般の需要に応じて（商業施設向け）、販売
（小売供給）する業務用の都市ガスをいう。

前回案の「都市ガス小売サービス（商業
用）に対応。

ガス業 ガス供給事業 LPガス使用料収入

3410110312 都市ガス（その他の事業者向け小売）

ガス小売事業者が、ガス製造事業者等から購入した都
市ガスを、一般の需要に応じて（工場、商業施設以外の
事業者向け）、販売（小売供給）する業務用の都市ガスを
いう。

前回案の「都市ガス小売サービス（その
他用）に対応。

ガス卸売使用料収入

3410110315 都市ガス（家庭向け小売）
ガス小売事業者が、ガス製造事業者等から購入した都
市ガスを、一般の需要に応じて（家庭向け）、販売（小売
供給）する家庭用の都市ガスをいう。

前回案の「都市ガス小売サービス（家庭
用）に対応。

＜平成23年産業連関表＞ ガス使用料収入

2
家庭用電気器具及び関連部品・附属品
の小売サービス

Ｐ 小売サービス
本分類は、Ｉ卸売業、小売業の議論を踏
まえて検討

細品目（10桁）名 ガス使用料収入（家庭用）

3
暖房・発電・輸送のための燃料の小売
サービス

Ｐ 小売サービス 512101＿都市ガス ガス使用料収入（事業用）

4 パイプラインによる天然ガスの輸送

パイプラインにより、ある場所から別の場所への天然ガ
スの輸送を供給すること。このサービスは、パイブライン
ターミナル間のものを指し、道路輸送による受取や配送
は除く。また、貯蔵サービスは除くが、保管超過料は含
む。

―
設定しない（調査研究結果からは把握で
きず）

5121011＿都市ガス 都市ガス使用料収入

4.01
ギャザリング・サービスを除くパイプライン
による天然ガスの輸送

51210111＿一般ガス事業 その他事業・サービス その他収入

4.02
油田、ガス田におけるギャザリング（油
井・ガス井から処理施設までの輸送）
サービス

5121011101＿販売用 附帯事業収益

5 自前の導管を通じたガス配給サービス 3410160600 都市ガス供給・配給サービス
ガス導管事業者が、自らが維持するガス導管系統によ
り、その供給区域において、需要家又は他のガス導管事
業者に都市ガスを供給・配給するサービスをいう。

供給、または供給所 5121011102＿加熱用 ガス器具販売事業 ガス器具修理収入

6
導管を通じたガスの取引サービス(手数
料又は契約ベース）

3410160603 都市ガス供給・配給サービス 　 5121011103＿自家消費用 ガス器具販売収入

34101606039 一般ガス導管サービス
許可を受けた供給区域において、導管による都市ガスの
託送供給サービス。許可制。

ガス事業法より 51210112＿簡易ガス事業 ガス設備工事事業 ガス設備工事収入

34101606039 特定ガス導管サービス
特定の供給地点において、導管による都市ガスの託送供
給サービス。届出制。

ガス事業法より 5121011201＿簡易ガス事業

7
天然ガス（発電）のマーケティング及び仲
介

3410160900
都市ガスの小売供給を媒介、取次ぎ、代
理するサービス

都市ガスの小売供給の媒介、取次ぎ、代理を行い、その
対価として手数料等を得るサービス。
「媒介」：他人（ガス小売事業者及び小売供給を受けよう
とする者）の間に立って、当該他人を当事者とする法律
行為（小売供給契約）の成立に尽力する事実行為をい
う。
「取次ぎ」：自己の名をもって、他人（ガス小売事業者）の
計算において、法律行為（小売供給契約）をすることを引
き受ける行為をいう。
「代理」：他人（ガス小売事業者）の名をもって、当該他人
のためにすることを示して行う意思表示をいう。

基礎統計における把握可能性は十分に
把握できていないが、都市ガス（向上向
け、商業向け、その他事業所向け、家庭
向け）と区分するために、別途統合分類
として設定。

51210113＿大口ガス事業

3410160903
都市ガスの小売供給を媒介、取次ぎ、代
理するサービス

5121011301＿大口ガス事業

8 発電 Ｐ 電気

発電事業者によって発電され、送配電系統を通じて、一
般の需要に応じて、小売電気事業者により小売供給され
る電気をいう。販売先別に「卸売」（電気事業者向け）、
「小売（電力）」（事業所向け）、「小売（電灯）」（主に家庭
向け）に区分される。

総務省のアンケート調査結果を踏まえ
て、副業の生産物として設定

9 送電サービス(手数料又は契約ベース） 自前での送電サービスを除く Ｐ 電気（卸売） ＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

10 配電サービス(手数料又は契約ベース） 自前での配電サービスを除く Ｐ 電気（小売(電力)） コモ6桁分類名

11 電力の取引サービス

・ユーザーへの電気の取引サービス
・電力ブローカー(仲介業者)によって提供されるサービ
ス、または他者が運営する配電系統を通じて電力販売を
手配する代理店
・電気の運営サービス及び電力の送電容量の交換

Ｐ 電気（小売(電灯)） 都市ガス

Ｐ 熱供給サービス
熱供給施設で製造した蒸気、温水、冷気、冷水等を導管
を通じて提供するサービス

総務省のアンケート調査結果を踏まえ
て、副業の生産物として設定

（回答のあった事業所数：７）

大分類

中分類

小分類

細分類

＜ガス業＞

・ガスの供給・販売については、ガス小売り自由化に伴う事業形態に合わせて作成。

【産業分類への課題】

・ガスの自由化に伴うガス小売業が該当する。ＪＳＩＣでは、341以外に分類されているため、産業分類の改定における課題としたい。

【3/6の研究会後の修正】

・プロパンガスと都市ガスを区分するため、当該業種において「都市ガス」として記載

・卸売サービスの追加など、対処方針（案）に基づく修正プロパンガスと都市ガスを区分するため、当該業種において「都市ガス」として
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録
事業）

＜ガス事業便覧＞

Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録
事業を除く）

ガス生産量

Ｐ 保守・点検サービス
本分類については、R90 機械等修理業
又はR92 その他の事業サービス業の議
論を踏まえ検討。

石炭系ガス、揮発油ガス、液
化石油ガス、液化天然ガス、
天然ガス、その他ガス

Ｐ 電気設備保守・点検サービス 電気設備保守・点検サービス 電気事業者の外注先の生産物 ガス購入量

Ｐ ガス設備保守・点検サービス ガス設備保守・点検サービス ガス事業者の外注先の生産物
石炭系ガス、石油系ガス、液
化天然ガス、天然ガス、その
他ガス

Ｐ 熱供給設備保守・点検サービス 熱供給設備保守・点検サービス 熱供給事業者の外注先の生産物 ガス販売量

Ｐ
水道供給・下水道設備保守・点検サービ
ス

水道供給・下水道設備保守・点検サービス
水道事業者、下水道事業者の外注先の
生産物

家庭用、商業用、工業用、そ
の他用

Ｐ 検針・料金徴収受託サービス
本分類については、R92 その他の事業
サービス業の議論を踏まえ検討。

石炭系ガス、石油系ガス、液
化天然ガス、天然ガス、その
他ガス

Ｐ 電気の検針・料金徴収受託サービス 電気の検針・料金徴収受託サービス 電気事業者の外注先の生産物

Ｐ ガスの検針・料金徴収受託サービス ガスの検針・料金徴収受託サービス ガス事業者の外注先の生産物

Ｐ 熱供給の検針・料金徴収受託サービス 熱供給の検針・料金徴収受託サービス 熱供給事業者の外注先の生産物

Ｐ 水道の検針・料金徴収受託サービス 水道の検針・料金徴収受託サービス
水道事業者、下水道事業者の外注先の
生産物
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日本標準産業分類（2013年改定）

F 電気・ガス・熱供給・水道業

35  熱供給業

351 熱供給業

3511 熱供給業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

1 蒸気及び温水 3510960300 熱供給サービス
熱供給施設で製造した蒸気、温水、冷気、冷水等を導管
を通じて提供するサービス

　 ＜平成28年経済センサス-活動調査＞

2
自前の導管を通じた蒸気、熱水及びエア
コンの供給

3510960303
熱供給サービス（熱供給事業法の登録
事業）

熱供給事業法の登録事業者が、複数の建物に対して、
熱供給施設で製造した蒸気、温水、冷気、冷水等を導管
を通じて提供するサービス

熱供給事業法の基準を満たす地域熱供
給

調査品目名 電力供給サービス 電力供給収入

3
導管を通じた蒸気、熱水及びエアコン供
給サービス(個別支払い方式または契約
ベース)

35109603039 蒸気供給サービス
複数の建物に対して、熱供給施設で製造した蒸気を暖
房などのために導管を通じて提供するサービス（熱供給
事業法の対象の地域冷暖房事業者）

業界団体におい実施している統計調査
の把握区分を踏まえて設定

熱供給業 売電収入

35109603039 温水供給サービス
複数の建物に対して、熱供給施設で製造した温水を暖
房などのために導管を通じて提供するサービス（熱供給
事業法の対象の地域冷暖房事業者）

〃 その他事業・サービス 調査研究収入

35109603039 冷気および冷水供給サービス
複数の建物に対して、熱供給施設で製造した冷気や冷
水を冷房などのために導管を通じて提供するサービス
（熱供給事業法の対象の地域冷暖房事業者）

〃

35109603039 給湯提供サービス
複数の建物に対して、熱供給施設で製造した給湯提供
のために導管を通じて行うサービス（熱供給事業法の対
象の地域冷暖房事業者）

暖房目的の温水提供サービスに対し、給
湯提供は、厨房・台所、浴室、オフィスの
給湯室などで使用する温水をいう

〈平成23年産業連関表〉 温熱供給サービス 温水供給収入

3510960306
熱供給サービス（熱供給事業法の登録
事業を除く）

熱供給事業法の登録事業者以外の事業者が、複数又は
個別の建物に対して、蒸気、温水、冷気、冷水等を導管
を通じて提供するサービス

熱供給事業法の基準に満たない地域熱
供給、地点熱供給など

細品目（10桁）名 温熱供給収入

35109603069 蒸気供給サービス
蒸気を暖房などのために導管を通じて提供するサービス
（熱供給事業法の登録事業者を除く）

業界団体におい実施している統計調査
の把握区分を踏まえて設定

熱供給業 温熱供給収入（業務用）

35109603069 温水供給サービス
温水を暖房などのために導管を通じて提供するサービス
（熱供給事業法の登録事業者を除く）

〃 住宅用 蒸気供給収入

35109603069 冷気および冷水供給サービス
冷気や冷水を冷房などのために導管を通じて提供する
サービス（熱供給事業法の対象事業者を除く）

〃 業務用及びその他 中温水供給収入

35109603069 給湯提供サービス 給湯提供のために導管を通じて行うサービス（熱供給事
業法の登録事業者を除く）

暖房目的の温水提供サービスに対し、給
湯提供は、厨房・台所、浴室、オフィスの
給湯室などで使用する温水をいう

設備運用サービス 設備運用収入

Ｐ 電気

発電事業者によって発電され、送配電系統を通じて、一
般の需要に応じて、小売電気事業者により小売供給され
る電気をいう。販売先別に「卸売」（電気事業者向け）、
「小売（電力）」（事業所向け）、「小売（電灯）」（主に家庭
向け）に区分される。

総務省のアンケート調査結果を踏まえ
て、副業の生産物として設定

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞ 施設管理サービス 施設管理収入

Ｐ 電気（卸売） コモ法6桁分類名 冷熱供給サービス 冷熱供給収入

Ｐ 電気（小売(電力)） 熱供給業 不動産賃貸サービス 賃貸料収入

Ｐ 電気（小売(電灯)）

Ｐ 都市ガス

ＬＮＧ基地において製造され、ガス導管系統を通じて、一
般の需要に応じて、ガス小売事業者により小売供給され
る都市ガスをいう。販売先別に「卸売」、「工場向け小
売」、「商業向け小売」及び「家庭向け小売」に区分され
る。

総務省のアンケート調査結果を踏まえ
て、副業の生産物として設定

Ｐ 都市ガス（卸売）

Ｐ 都市ガス（工場向け小売）

Ｐ 都市ガス（商業向け小売）

Ｐ 都市ガス（その他の事業者向け小売）

Ｐ 都市ガス（家庭向け小売）

Ｐ 保守・点検サービス
本分類については、R90 機械等修理業
又はR92 その他の事業サービス業の議
論を踏まえ検討。

Ｐ 電気設備保守・点検サービス 電気設備保守・点検サービス 電気事業者の外注先の生産物

Ｐ ガス設備保守・点検サービス ガス設備保守・点検サービス ガス事業者の外注先の生産物

Ｐ 熱供給設備保守・点検サービス 熱供給設備保守・点検サービス 熱供給事業者の外注先の生産物

Ｐ
水道供給・下水道設備保守・点検サービ
ス

水道供給・下水道設備保守・点検サービス
水道事業者、下水道事業者の外注先の
生産物

Ｐ 検針・料金徴収受託サービス
本分類については、R92 その他の事業
サービス業の議論を踏まえ検討。

Ｐ 電気の検針・料金徴収受託サービス 電気の検針・料金徴収受託サービス 電気事業者の外注先の生産物

Ｐ ガスの検針・料金徴収受託サービス ガスの検針・料金徴収受託サービス ガス事業者の外注先の生産物

Ｐ 熱供給の検針・料金徴収受託サービス 熱供給の検針・料金徴収受託サービス 熱供給事業者の外注先の生産物

大分類

中分類

小分類

細分類

＜熱供給業＞

（回答のあった事業所数：９）

・熱供給事業法の区分を参考に作成。

・昭和47年に新設された熱供給業は、熱供給事業法に該当する産業分類を指していると考えられるが、熱供給事業法への登録を行わず熱供給事業を

行っている場合も含めることとする

【検討事項】

・下水道事業により発生した下水熱を利用している熱供給についても「熱供給サービス」とし、水道業の生産物分類では、副業として扱うこと。

・同様に「熱供給サービス」を副業とすべき業種に「不動産業」「鉄道業」などが考えられる。

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

Ｐ 水道の検針・料金徴収受託サービス 水道の検針・料金徴収受託サービス
水道事業者、下水道事業者の外注先の
生産物

Ｐ プラントエンジニアリング・サービス
国内外の企業等から、石油精製、化学、製鉄、発電等の
製造設備（プラント）の企画、設計、調査、施工、施行管
理を一括して請け負うサービス

政策原課からの意見により、副業として
設定。

Ｐ
プラントエンジニアリング・サービス（国内
向け）

Ｐ
プラントエンジニアリング・サービス（海外
向け）

P ビル管理サービス

政策原課からの意見により、副業として
設定。
本分類は、Ｒサービス業の議論を踏まえ
て検討

P ビル管理サービス
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業

36 水道業

361 上水道業、362 工業用水道業、363 下水道業

3611 上水道業、3621 工業用水道業、3631 下水道処理施設維持管理業、3632 下水道管路施設維持管理業

E列　一次原案生産物リスト F列　二次原案生産物リスト G列　既存統計調査の調査品目名 H列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1 水道供給及び下水処理サービス 3610960300
上水道供給サービス（水道用水供給サー
ビスを除く。）

1.01
灌漑システムによる給水を含む水道供
給、導水、処理、及び配水

3610960303
上水道供給サービス（水道用水供給サー
ビスを除く。）

水道管及びその他の設備をもって人の飲用に適する水
を供給するサービス（水道用水供給サービスを除く。）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

1.02 下水処理 3610160600 水道用水供給サービス

3610160603 水道用水供給サービス

水道事業者に対して、水道管及びその他の設備をもって
人の飲用に適する水を供給するサービス（水道事業者又
は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水するサー
ビスを除く。）

水道用水供給事業者のサービスとして想
定されるため設定。

3620160300 その他の水供給サービス

3620160303 工業用水道供給サービス
水道管及びその他の設備をもって工業の用に供する水
（人の飲用に適する水を供給するものを除く。）を供給す
るサービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

3620160399 他に分類されない水供給サービス
水道管及びその他の設備をもって水（人の飲用に適する
水及び工業用水を除く。）を供給するサービス

バスケット項目として設定。

3630960300 下水処理サービス

3630960303 下水処理サービス
排水管、排水渠その他の排水施設をもって下水を排除
し、処理施設及びポンプ施設をもって下水を処理する
サービス

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

3600160300 水道供給施設維持管理サービス

3600160303 浄水場施設維持管理サービス
浄水場施設の運転、保守、点検などを一括して受託する
サービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

3600160306 水道供給管路施設維持管理サービス
上水道や工業用水道などの管路施設の清掃、調査・点
検、補修などを一括して受託するサービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

3630160600 下水道施設維持管理サービス

3630160603 下水道処理施設維持管理サービス
下水処理場の運転、保守、点検などを一括して受託する
サービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

3630160606 下水道管路施設維持管理サービス
下水道の管路施設の清掃、調査・点検、補修などを一括
して受託するサービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

2 蒸気の配送サービス －
水道事業者の副業として想定されないた
め、分類項目を設定しない。

3 汚水槽と浄化槽の処理サービス
以下のものは含まない。
・汚染された土地の地下水及び地表水の浄化
・建物の排水管の清掃及び分解

Ｐ 廃棄物処理サービス
本分類については、R88 廃棄物処理業
の議論を踏まえ検討。

4 下水汚泥 Ｐ 産業廃棄物処理サービス 産業廃棄物処理サービス
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

Ｐ 浄化槽・汚水槽清掃サービス 浄化槽・汚水槽清掃サービス 一次原案生産物リストを踏まえて設定。

Ｐ 電気

発電事業者によって発電され、送配電系統を通じて、一
般の需要に応じて、小売電気事業者により小売供給され
る電気をいう。販売先別に卸売電力（電気事業者向け）、
小売電力（事業所向け）、小売電灯（主に家庭向け）に区
分される。

本分類については、Ｆ33 電気業の議論を
踏まえ検討。

Ｐ 電気（卸売電力）

発電事業者が、原子力発電、火力発電、再生可能エネル
ギー、水力発電などによって発電し、小売電気事業者等
の電気事業者に販売する電力をいう。小売電気事業者
が、購入した電力を他の小売電気事業者に販売する
ケースを含む。
例：地帯間販売電力料、他社販売電力料

Ｐ 電気（小売電力）

小売電気事業者が、発電事業者等から購入した電力を、
一般の需要に応じて（事業所向け）、販売（小売供給）す
る業務用電力をいう。
例：電力料

Ｐ 電気（小売電灯）

小売電気事業者が、発電事業者等から購入した電力を、
一般の需要に応じて（主として家庭向け）、販売（小売供
給）する家庭用電灯をいう。
例：電灯料

Ｐ 熱供給サービス
熱供給施設で製造した蒸気、温水、冷気、冷水等を導管
を通じて提供するサービス

本分類については、Ｆ35 熱供給業の議
論を踏まえ検討。

Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業）

熱供給事業法の登録事業者が、複数の建物に対して、
熱供給施設で製造した蒸気、温水、冷気、冷水等を導管
を通じて提供するサービス

下水道事業者の副業として想定されるた
め設定。

Ｐ
熱供給サービス（熱供給事業法の登録事
業を除く）

熱供給事業法の登録事業者以外の事業者が、複数又は
個別の建物に対して、蒸気、温水、冷気、冷水等を導管
を通じて提供するサービス

下水道事業者の副業として想定されるた
め設定。

Ｐ 試験・分析サービス
理学、工学、医学・歯学・薬学、農林水産学、人文・社会
科学に係る試験・分析サービスをいう。

本分類については、L 学術研究、専門・
技術サービス業の議論を踏まえ検討。

Ｐ 試験・分析サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

Ｐ 漏水調査サービス
本分類については、R92 その他の事業
サービス業の議論を踏まえ検討。

細分類

大分類

中分類

小分類

工業用水道事業者の副業として想定され
るため設定。

細品目（10桁）名

上水道・給水収益

上水道・その他の営業収益

簡易水道・給水収益

簡易水道・その他の営業収益

工業用水

下水道

コモ法6桁分類名

上水道・簡易水道

工業用水

＜平成24年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 内容例示

上水道事業

一般の需要に応じ給水目的で
敷設する水道管及びその他の
設備をもって、人の飲用に適
する水を供給する事業収入

工業用水道事業

一般の需要に応じ給水目的で
敷設する水道管及びその他の
設備をもって、工業用に供す
る水を供給する事業収入

下水道事業

下水処理施設、下水ポンプ施
設の運転、保守、点検などの
事業、又は、排水管、排水渠
などの排水設備の清掃、調
査・点検、補修などの作業を
一体的に行う事業収入

調査品目名

上下水道料

＜平成23年産業連関表＞

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

＜家計統計調査＞

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

上水道供給サービス 水道事業収入

施設管理サービス

　浄水場管理サービス 浄水場施設管理収入

　上水道管路管理サービス 上水道施設管理収入

　下水処理場管理サービス 管路施設管理収入

　下水道管路管理サービス 施設保守点検収入

業務委託収入

コンサルティングサービス コンサルティング収入

調査サービス 調査収入

　 技術料収入

資材販売サービス 資器材販売収入

修繕材販売収入

不動産賃貸サービス 不動産収入

＜362 工業用水道業＞

工業用水道供給サービス 工業用水収入

不動産賃貸サービス 駐車場収入

不動産収入

＜363 下水道業＞

施設管理サービス

　浄水場管理サービス 浄水場施設管理収入

　上水道管路管理サービス 下水道施設管理収入

　下水処理場管理サービス 流域下水道施設管理収入

　下水道管路管理サービス 下水道施設管路管理収入

その他施設管理収入

委託事業収入

調査サービス 調査委託事業収入

産業廃棄物処理サービス 産業廃棄物収集運搬収入

施設管理サービス

　浄水場・下水処理場管理サービス

機械設備等修繕サービス

プラントエンジニアリングサービス

薬品製造・販売サービス

＜361 上水道業＞

＜ヒアリング結果（R881 一般廃棄物処理業）＞
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E列　一次原案生産物リスト F列　二次原案生産物リスト G列　既存統計調査の調査品目名 H列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

　

　

　

　

　

 

 

　

　

　

　

　

 

 

Ｐ 漏水調査サービス 漏水調査サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

Ｐ 経営コンサルティング
本分類については、L 学術研究、専門・
技術サービス業の議論を踏まえ検討。

Ｐ 経営コンサルティング
企業経営（マネジメント）に関する診断、指導、教育訓練、
調査研究

調査研究結果を踏まえて設定。

Ｐ プラントエンジニアリング・サービス
本分類については、L749 その他の技術
サービス業の議論を踏まえ検討。

Ｐ プラントエンジニアリング・サービス
国内外の企業等から製造設備の企画、設計、調査、施工
などを一括して請け負うサービス

調査研究結果を踏まえて設定。

Ｐ 工事サービス
本分類については、D 建設業の議論を踏
まえ検討。

Ｐ 工事サービス 工事サービス
水道事業者のサービスとして想定される
ため設定。

Ｐ 修理サービス
本分類については、R90 機械等修理業
の議論を踏まえ検討。

Ｐ 機械設備等修理サービス 機械設備等修理サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

Ｐ 保守・点検サービス
本分類については、R90 機械等修理業
又はR92 その他の事業サービス業の議
論を踏まえ検討。

Ｐ 電気設備保守・点検サービス 電気設備保守・点検サービス 電気事業者の外注先の生産物

Ｐ ガス設備保守・点検サービス ガス設備保守・点検サービス ガス事業者の外注先の生産物

Ｐ 熱供給設備保守・点検サービス 熱供給設備保守・点検サービス 熱供給事業者の外注先の生産物

Ｐ
水道供給・下水道設備保守・点検サービ
ス

水道供給・下水道設備保守・点検サービス
水道事業者、下水道事業者の外注先の
生産物

Ｐ 検針・料金徴収受託サービス
本分類については、R92 その他の事業
サービス業の議論を踏まえ検討。

Ｐ 電気の検針・料金徴収受託サービス 電気の検針・料金徴収受託サービス 電気事業者の外注先の生産物

Ｐ ガスの検針・料金徴収受託サービス ガスの検針・料金徴収受託サービス ガス事業者の外注先の生産物

Ｐ 熱供給の検針・料金徴収受託サービス 熱供給の検針・料金徴収受託サービス 熱供給事業者の外注先の生産物

Ｐ 水道の検針・料金徴収受託サービス 水道の検針・料金徴収受託サービス
水道事業者、下水道事業者の外注先の
生産物

Ｐ 製造サービス
本分類については、E 製造業の議論を踏
まえ検討。

Ｐ 製造サービス 製造サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

Ｐ 駐車場・自転車駐輪場サービス
本分類については、K69 不動産賃貸業・
管理業の議論を踏まえ検討。

Ｐ 駐車場サービス
自動車、オートバイの駐車スペースを提供するサービ
ス。

調査研究結果を踏まえて設定。

Ｐ 駐車場サービス（時間貸し）
時間又は日数単位で自動車、オートバイの駐車スペー
スを提供するサービス。

Ｐ 駐車場サービス（時間貸し以外）
自動車、オートバイの駐車スペースを提供するサービス
のうち、「駐車場サービス（時間貸し）」に該当するサービ
ス以外のサービス

Ｐ 自転車駐輪場サービス 自転車の駐輪スペースを提供するサービス。

Ｐ 卸売サービス
本分類については、I 卸売業、小売業の
議論を踏まえ検討。

Ｐ 卸売サービス 卸売サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

Ｐ 小売サービス
本分類については、I 卸売業、小売業の
議論を踏まえ検討。

Ｐ 小売サービス 小売サービス
水道事業者の副業として想定されるため
設定。

1,2,9
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